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令和２年度の教育課程(カリキュラム)と学校行事について （その３） 

 

 今回は、７月・８月の行事予定と給食についてお伝えします。 

一学期延長期間の簡易給食実施が決まりました。簡易給食時の時間割と下校時刻については今後の動

向を見て後日お知らせします。教室に冷房が設置されたとはいえ、熱中症が心配な季節です。子どもた

ちの体力面も考慮に入れながらじっくり検討していきます。個人懇談につきましては、授業時数確保の

ためにも簡易給食終了後の８月３日（月）からを考えております。正式に決まりましたらお手紙でお知

らせします。 

 

７月２０日（月）           ・・・・通常給食終了 

７月２１日（火） ～         ・・・・簡易給食（牛乳・個包装のパン・デザートおよび 

          チーズ・ジャム等個包装のもの） 

７月３１日（金）           ・・・・簡易給食終了 

８月 ３日（月） ～ ８月 ５日（水）・・・・個人懇談 （懇談の日程は変わることがあります） 

８月 ７日（金）           ・・・・終業式 

８月１７日（月）           ・・・・始業式  （～２２日まで給食なし） 

８月２４日（月） ～ ８月２８日（金）・・・・簡易給食 

８月３１日（月）           ・・・・通常給食開始 

 

本来なら４月に実施されている家庭訪問につきましては、中学校区で相談した結果、今年度の実施は

難しいと考えております。また、第１回目の参観・懇談は９月頃を考えています。 

 

教育活動再開と感染症予防対策 

 ６月８日より通常の教育活動が再開されていますので、感染症予防対策の一部を紹介します。 

岩田西小学校における感染症予防対策につきましては、 

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(文部科学省) 

学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル（大阪府教育庁） 

新型コロナウイルス感染症対策マニュアル（東大阪市）を基に考えています。 

 

給食実施の主な感染症対策 

 

・石鹸を使っての手洗い場所を学年ごとに分けます。（混雑しないか可能な限り教職員が見守る） 

・ハンカチを使って手を拭くように、子どもたちに伝えます。 

 

・必ずエプロン、帽子、マスクをつけて給食当番を行います。忘れた場合、当番はできません。教室 

 に予備を置いておいておきます。教職員もエプロン・三角巾・マスクを身に着けます。 

・給食当番以外は、ナフキンを机にしき、マスクを着けて席で待ちます。 

 （袋の中にナフキン・ハンカチ・ビニール袋を入れて毎日持たせてください） 

 

・給食を取りに行く時間を学年ごとに分けます。 

 １年（１２：００） ２年・４年（１２：１５） ３・５年（１２：２０） ６年（１２：２５） 

・混雑を避けるためしばらくの間、１階給食室では、牛乳のみの受け渡しを行い、そのほかの物は各 

学年の階（１・２年 ２階   ３・４・６年 ３階   ５年 ４階）で渡します。 
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・配膳盆と給食台は給食前後に消毒を行います。配膳するときは食器を触る人数を最小限にし、箸・ス

プーンは教職員が配ります。おかわりは教職員が行います。 

 

・給食を食べる時も班の形にせず、全員前を向いて食べます。 

・給食室へ返却の際、各学年のルートが重ならないよう工夫しています。廊下の右側通行の徹底。 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

学習指導全般に関すること 

 

・今年度からの学習指導要領全面改訂に伴い、主体的・対話的で深い学びを重視した授業になります。 

 実施に関しては、マニュアルで述べられている下記の点に留意して、東大阪市の感染状況等も考慮に

入れて徐々に取り組んでいきます。 

 

・各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループ活動」につ

いては可能な限り感染症対策を行った上で実施することを検討します。 

・教室等のこまめな換気やマスクを着用するなどの配慮をしたうえで、主体的・対話的で深い学びの

視点からの授業改善を行っていただきたいと考えています。 

 

・実施する場合は短時間の活動にとどめる配慮が必要であると考えています。 

 

体育の授業に関すること 

 

・体育の授業は、当面の間、クラス単位で可能な限り屋外で実施します。 

・熱中症のリスクを避けるため、体育の授業におけるマスクの着用は行いません。ただし、間隔を 

 十分に確保します。 

・体調面で不安がある場合は、必ずしも体育の授業に参加をする必要はありません。困ったことがあれ

ば学校に相談してください。 

 

清掃活動に関すること（当面の間） 

 

・10分程度の簡単掃除にします。 

・原則、はき掃除、物の整頓を行います。（子どもが水拭き、からぶきを行わない） 

・トイレ掃除は、はき掃除と補充のみ。（水を使っての床掃除と便器の清掃は教職員で行う） 

・清掃に限らず、教室を出入りするときは、石鹸で手を洗います。 

＊次回の岩西っ子だよりでも引き続き感染症予防対策について掲載する予定です。 

 

６月から１０月まで給食費の無償化が決まりました 

 

 ６月から１０月までの給食費無償に伴い、毎月の徴収金が変更されます。詳しくは６月５日に配布の

諸費についてのお知らせをご覧ください。 

 

間隔をとって、机を

前にして食べていま

す。 

パンは個包装して 

配っています。 


